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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
口紅組成物において、
　該組成物の総重量の0.1重量％～85重量％の油及び
　無機質の核と、該無機質の核を少なくとも部分的に被覆する少なくとも1の有機着色物
質とを含む少なくとも1のコンポジット顔料
を、生理学的に許容される媒体中に含み、無機質の核の平均サイズが5nm～100nmの範囲で
あり、バルク組成物の色と施与後の色の間の色差ΔEが20以下である口紅組成物。
【請求項２】
口紅組成物において、
　該組成物の総重量の0.1重量％～85重量％の油及び
　無機質の核と、該無機質の核を少なくとも部分的に被覆する少なくとも1の有機着色物
質とを含む少なくとも１のコンポジット顔料
を、生理学的に許容される媒体中に含み、無機質の核の平均サイズが5 nm～100 nmの範囲
であり、コンポジット顔料のΔa*b*顔料パラメーターが5以上である口紅組成物。
【請求項３】
口紅組成物において、
　該組成物の総重量の0.1重量％～85重量％の油、
　無機質の核と、該無機質の核を少なくとも部分的に被覆する少なくとも1の有機着色物
質とを含む少なくとも1のコンポジット顔料、ここで無機質の核の平均サイズは5nm～100n
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mの範囲である、
　脂肪相
を生理学的に許容される媒体中に含み、
組成物の粒子の含有量Qが、組成物の総重量に対して5重量％以上である口紅組成物。
【請求項４】
バルク組成物の色と施与後の色の間の色差ΔEが20以下である、請求項３に記載の組成物
。
【請求項５】
組成物中のコンポジット顔料の含有量が、組成物の総重量に対して0.1重量%～5重量%の範
囲である、請求項1～４のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項６】
有機着色物質が少なくとも1の有機レーキを含む、請求項1～５のいずれか1項に記載の組
成物。
【請求項７】
無機質の核が5nm～75nmの範囲の平均サイズを示す、請求項1～６のいずれか1項に記載の
組成物。
【請求項８】
無機質の核が20nm～30nmの範囲の平均サイズを有する、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
無機質の核の比表面積が25～75m2/gである、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物
。
【請求項１０】
無機質の核の比表面積が40～60m2/gの範囲である請求項１～９のいずれか１項に記載の組
成物。
【請求項１１】
無機質の核が、金属塩、金属酸化物、アルミナ、ガラス、セラミック、グラファイト、シ
リカ、シリケート、合成マイカ、及びそれらの混合物から選択された物質を含む、請求項
1～１０のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１２】
無機質の核が、チタン、ジルコニウム、セリウム、亜鉛、鉄、クロム、アルミニウムの酸
化物から選択された金属酸化物、及びプルシアンブルーを含む、請求項１１に記載の組成
物。
【請求項１３】
金属酸化物が、酸化チタン、酸化鉄、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、及び
酸化アルミニウムから選択される、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１４】
金属酸化物が、二酸化チタンを含む、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
無機質の核が、アルミノシリケート及びボロシリケートから選択された少なくとも１のシ
リケートを含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１６】
無機質の核がシリカを含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１７】
有機着色物質の質量割合が、無機質の核100重量部当たり、40～125重量部の範囲である、
請求項１～１６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１８】
有機着色物質が、コチニールカーマイン、アゾ、アントラキノン、インジゴ、 キサンテ
ン、ピレン、キノリン、トリフェニルメタン、フルオリンの有機着色物質、有機レーキ、
不溶性レーキ、ナトリウム、カリウム、カルシウム、バリウム、アルミニウム、ジルコニ
ウム、ストロンチウム、チタンの不溶性塩、酸着色物質から選択される、請求項1～１７
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のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１９】
酸着色物質が、アゾ、アントラキノン、インジゴ、キサンテン、ピレン、キノリン、 ト
リフェニルメタン、 フルオリンの着色物質、及び少なくとも１のカルボキシル基又はス
ルホン酸基を含む任意の他の着色物質から選択される、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２０】
無機質の着色物質が、少なくとも１のロジン又は安息香酸アルミニウムを含む有機支持体
により支持された有機レーキを含む、請求項1～１９のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項２１】
有機着色物質が、以下の名称の1つを有する有機顔料を含む、請求項1～２０のいずれか1
項に記載の組成物：D&C ブルー No.4、 D&C ブラウンNo.1、D&Cグリーン No.5、D&C グリ
ーン No.6、D&C オレンジ No.4、D&CオレンジNo.5、 D&C オレンジNo.10、 D&C オレンジ
No.11、D&Cレッド No.6、D&C レッド No.7、D&C レッドNo.17、 D&C レッドNo.21、D&Cレ
ッドNo.22、 D&C レッド No.27、D&CレッドNo.28、 D&C レッド No.30、D&CレッドNo.31
、 D&C レッド No.33、D&CレッドNo.34、 D&C レッド No.36、D&Cバイオレット No.2、D&
C イエローNo.7、 D&C イエローNo.8、D&C イエローNo.10、D&C イエロー No.11、FD&Cブ
ルー No.1、FD&C グリーンNo.3、 FD&C レッドNo.40、 FD&C イエロー No.5、FD&Cイエロ
ー No.6。
【請求項２２】
有機着色物質が、以下の名称の1つを有する有機顔料を含む、請求項1～２１のいずれか1
項に記載の組成物：D&CレッドNo.2アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.3アルミニウムレー
キ、D&CレッドNo.4アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.6アルミニウムレーキ、D&CレッドN
o.6バリウムレーキ、D&CレッドNo.6バリウム/ストロンチウムレーキ、D&CレッドNo.6スト
ロンチウムレーキ、D&CレッドNo.6カリウムレーキ、D&CレッドNo.7アルミニウムレーキ、
D&CレッドNo.7バリウムレーキ、D&CレッドNo.7カルシウムレーキ、D&CレッドNo.7カルシ
ウム/ストロンチウムレーキ、D&CレッドNo.7ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.8ナトリ
ウムレーキ、D&CレッドNo.9アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.9バリウムレーキ、D&Cレ
ッドNo.9バリウム/ストロンチウムレーキ、D&CレッドNo.9ジルコニウムレーキ、D&Cレッ
ドNo.10ナトリウムレーキ、D&CレッドNo.19アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.19バリウ
ムレーキ、D&CレッドNo.19ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.21アルミニウムレーキ、D&
CレッドNo.21ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.22アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.27
アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.27アルミニウム/チタン/ジルコニウムレーキ、D&Cレ
ッドNo.27バリウムレーキ、D&CレッドNo.27カルシウムレーキ、D&CレッドNo.27ジルコニ
ウムレーキ、D&CレッドNo.28アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.30レーキ、D&CレッドNo.
31カルシウムレーキ、D&CレッドNo.33アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.34カルシウムレ
ーキ、D&CレッドNo.36レーキ、D&CレッドNo.40アルミニウムレーキ、D&CブルーNo.1アル
ミニウムレーキ、D&CグリーンNo.3アルミニウムレーキ、D&CオレンジNo.4アルミニウムレ
ーキ、D&CオレンジNo.5アルミニウムレーキ、D&CオレンジNo.5ジルコニウムレーキ、D&C
オレンジNo.10アルミニウムレーキ、D&CオレンジNo.17バリウムレーキ、D&CイエローNo.5
アルミニウムレーキ、D&CイエローNo.5ジルコニウムレーキ、D&CイエローNo.6アルミニウ
ムレーキ、D&CイエローNo.7ジルコニウムレーキ、D&CイエローNo.10アルミニウムレーキ
、FD&CブルーNo.1アルミニウムレーキ、FD&CレッドNo.4アルミニウムレーキ、FD&Cレッド
No.40アルミニウムレーキ、FD&CイエローNo.5アルミニウムレーキ、FD&CイエローNo.6ア
ルミニウムレーキ。
【請求項２３】
コンポジット顔料が、有機着色物質を無機質の核の上に固定するために貢献する少なくと
も１のバインダーを含む、請求項1～２２のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項２４】
バインダーが、少なくとも１のシリコーン化合物、ポリマー状化合物、オリゴマー状化合
物を含む、請求項２３に記載の組成物。
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【請求項２５】
バインダーがポリメチルハイドロジェノシロキサンを含む、請求項２３に記載の組成物。
【請求項２６】
カップラー剤が、シラン、チタネート、アルミネート及び／又はジルコネートに基づく、
請求項２３に記載の組成物。
【請求項２７】
組成物が、被覆しない二酸化チタン粒子を除かれている、請求項1～２６のいずれか1項に
記載の組成物。
【請求項２８】
少なくとも1の、脂肪物質、ワックス、ガム、又はフィルム形成性ポリマーを含む、請求
項１～２７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２９】
請求項１～２８のいずれか１項に記載の口紅組成物を、口唇をメークアップするために使
用する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、粘膜を含む皮膚、特に口唇及び外皮、特に爪、睫、眉、及び毛髪に施与される
ことを意図された組成物に関する。
【０００２】
しかし、本発明は、より特に口紅のみに関するわけではない。
【０００３】
ある種の化粧料組成物、特に口紅、の重要な性質の一つは色である。
【０００４】
一般的に、この性質は、顔料を使用して得られ、これは、要求される最終的な色を組み合
わせにより得られることを許す選択により表現される。
【０００５】
しかし、これらの組み合わせは無限の色を得ることを可能にせず、1つだけの色のゾーン
が、それらの性質により決められること認める。
【０００６】
さらに、これらの顔料は、媒体中に導入されたとき、物理的及び光学的に媒体と反応し、
色の変化を引き起こし得る。
【０００７】
色のこの変化は、顔料及び媒体の性質により完全に支配され、顔料の色の悪化を予測する
ことを困難にする。
【０００８】
新しい色を得ることを容易にする顔料から利益を得る必要がある。
【０００９】
取り囲む媒体の性質により、色が少ししか退色しない顔料から利益を得る必要もまたある
。
【００１０】
さらに、施与の前後で、色の変化が相対的に低い組成物を得る必要がある。
【背景技術】
【００１１】
最後に、ある施与、例えば口唇のメイクアップの場合、相対的に高い量の粒子にも関わら
ず、光沢のある組成物を有する必要がある。米国特許第5 356 617号は、いくつかの物質
が、好ましくは１～１００μmのサイズの範囲である有機又は無機の球を含み得ることを
開示している。
【００１２】
フランス国特許出願公開第2 594 130号は、コンポジットパウダー及び10μmの平均サイズ
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を有し、着色物質で被覆されたメチルメタクリレート樹脂の粒子を含む口紅の例を開示し
ている。
【００１３】
米国特許第6 428 773号は、多層構造を有し、結局は慣用の干渉顔料に配合される1～200
μmの範囲のサイズを有する干渉顔料を含む化粧料組成物を特に記載する。
【００１４】
欧州特許出願公開第1 217 046号及び欧州特許出願公開第1 184 426号は、ペンキ及び樹脂
を開示し、皮膚、口唇又は外皮に施与されることを意図された組成物は開示していない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
その特徴の一つに従うと、本発明は、皮膚、口唇、及び／又は外皮に施与されることを意
図された口紅組成物であって、生理学的に許容される媒体中に
　該組成物の総重量の0.1重量％～85重量％の油及び
　無機質の核と、該無機質の核を少なくとも部分的に被覆する少なくとも1の有機着色物
質とを含む少なくとも1のコンポジット顔料
を含み、無機質の核の平均サイズが5nm～100nmの範囲であり、バルク組成物の色と施与後
の色の間の色差ΔEが20以下である口紅組成物を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
組成物の飽和C*バルクは、好ましくは25より大きい。コンポジット顔料のΔa*b*パラメー
ターは、好ましくは5以上、好ましくは10以上であり、15又は20でさえある。
【００１７】
無機質の核の平均サイズは、有利には5nm～100nm、よりよくは10～75nm、さらによりよく
は10～50nmに含まれ、特に厳密には10～50nm、例えば約20～30nmに含まれる。
【００１８】
パラメーターΔa*b*顔料を測定するためのプロトコル
純粋な着色物質は、100barの圧力を施与することにより、2 x 1.5 cmの寸法及び3 mm深さ
を有する長方形の灰吹き皿（灰吹き皿）中で圧縮される。
【００１９】
圧縮された有機着色物質のa*及びb*値は、ミノルタ3700d分光光度計を用いて、正反射除
去モード、イルミナントD65の下、中のアパーチャーで測定される。
【００２０】
コンポジット顔料のa*及びb*値は、同じ分光光度計を使用して、100barの圧力の下、圧縮
後の同じカップを用いてもまた測定される。
【００２１】
バルク組成物の飽和C*バルクの測定のためのプロトコル
組成物のa*バルク及びb*バルク値は、光ファイバーを有するムラカミCMS-35FS分光計を用
いて、イルミナントD65、アパーチャー3mm、及び10°の角度の下で測定される。光ファイ
バーは、組成物と接触に至らせられる。
【００２２】
CIE L*a*b* 色空間におけるa*バルク及びb*バルク値は、6回測定され、平均をとる。
【００２３】
生成物が棒状であるとき、色は棒上で直接測定されることができる。あるいは、a*バルク

及びb*バルクの測定は、少なくとも厚さ3mmの生成物の層の上で測定される。
【００２４】
組成物が粉体であるとき、組成物は1.5 x 2 cmの寸法及び3 mm深さを有する長方形の灰吹
き皿中で100barの下で圧縮される
【００２５】
組成物の飽和C*バルクは、いくつかの例示的な実施態様においては、25、30、又は40以上
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であり得る。
【００２６】
本発明は、この側面に従うと、公知の有機着色物質で新しい色を得ることを可能にし得え
、いくつかの有機顔料は、少なくとも部分的に無機質の核を被覆するとき、異なる色を有
する。
【００２７】
本発明は、いくつかの例示的な実施態様において、異なる色の顔料を配合する必要なしに
、その色に対する公知の化粧料顔料がなかったような新しい色を得ることを可能にし得る
。
【００２８】
その別の側面において、上述の実施態様と独立して又は組み合わせて、本発明は、少なく
とも1のコンポジット顔料からの粒子を含む、皮膚、又は口唇及び／又は外皮の上に施与
されることを意図された組成物をもまた提供する。これらの粒子は、
　　無機質の核
　　少なくとも１の有機着色物質の少なくとも部分的な少なくとも1の被覆、
を含む。
【００２９】
この組成物は、組成物の飽和C*が25以上であるような十分な量であることが好ましい。
【００３０】
無機質の核の平均サイズは、有利には5 nm～100 nm、よりよくは10 nm～75nm、さらによ
りよくは10 nm～50 nm例えば約20～30nmに含まれる。
【００３１】
施与の前後における組成物の色の色差（color variation）ΔEは、好ましくは20以下、よ
りよくは１５以下であり、10以下である。
【００３２】
ΔEを測定するためのプロトコル
バルクにおける組成物の色
バルク組成物のムラカミCMS-35FSを用いて、L*バルク、a*バルク及びb*バルクは、イルミ
ナントD65、アパーチャー3ｍｍ、及び角度10°の下で上述されたように測定される。
【００３３】
L*；a*及びb*は、6回測定され、平均を取る。
【００３４】
生成物が棒状であるとき、L*バルク、a*バルク及びb*バルクは棒上で直接測定され得る。
あるいは、L*バルク、a*バルク及びb*バルクの測定は、少なくとも厚さ3mmの生成物の層
の上で測定される。
【００３５】
施与後の組成物の色
組成物は、L* = 69、a* = 11.5及びb*=19.7のカラーコーディネートを有するBio Skin(商
標)基材上に手動で施与され、1mg/cm2の層を形成させる。
【００３６】
厚さ5mmであり、滑らかな表面を有するBio Skin(商標)基材は、Bio skin(商標) n°10、
フォーマットA4の製品番号で日本の会社Beaulaxにより市販されている。
【００３７】
L*施与、a*施与及びb*施与パラメーターは10回測定されて、平均を取る。
【００３８】
ΔEは、

により与えられる。
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【００３９】
施与後の組成物の飽和C*施与は、(a*施与

2 + b*施与
2)1/2により定義され、30以上、例え

ば40以上であり得る。
【００４０】
本発明は、この特徴に従って、施与の前後で少ない色差を有する組成物を得ることを可能
にする。
【００４１】
本発明は、別の実施態様において、少なくとも1のコンポジット顔料を含む光沢のある化
粧料組成物をもまた提供し、このコンポジット顔料は、
　　　無機質の核
　　　無機質の核を少なくとも部分的に被覆する少なくとも1の有機着色物質
を含む粒子を含む。
【００４２】
この側面に従うと、本発明は、より特に、液状組成物、例えば液状口紅に関するが、それ
だけに関するわけではない。
【００４３】
本組成物は、30以上の平均光沢T0hを好ましく有する。
【００４４】
この実施態様に従う本発明は、固体状組成物、例えば棒状のものにもまた応用され得る。
【００４５】
平均光沢T0hを測定するためのプロトコル
用語「平均光沢」は、以下の方法により、光沢計を用いて慣用の方法で測定され得る光沢
を意味する。
【００４６】
厚さ1mmのガラス板上に予め固定された、商標BYKガードナー及び製品番号Prufkarten、Ar
t. 2853のコントラストカード上に、自動噴霧器(バーコーター、Sheen)を使用して25μm
の厚さの組成物の層を噴霧する。層はカードの少なくとも黒の背景を被覆する。組成物が
固体であるときは、黒の背景を被覆するように組成物を広げたあと、必要であればカード
上で溶融させる。組成物が広げられたらすぐに、製品番号microTRI-GLOSSのBYK GARDNER
印の光沢計を使用して、カードの黒の背景上で60℃において平均光沢T0hを測定する。こ
のようにして4枚のコントラストカードを作成して、組成物の平均光沢を測定し、4つの値
の平均、T0hを計算する。測定は4つの値の標準偏差が3％以下であるとき、正しいとみな
される。
【００４７】
次に、コントラストカードをサーモスタット付プレート上で、30℃において5時間放置す
る。5時間後、サーモスタット付プレートからコントラスカードを引き出し、室温に戻し
、前に記載したように４つの値の平均を取ることにより、平均光沢T5hといわれる平均光
沢を再び測定する。
【００４８】
光沢が求められる同じ実施態様において、組成物の平均光沢T0hは、45より大きく、又は
よりよくは50、又は60、又は65、又は70、さらによりよく75より大きくてもよい。
【００４９】
好ましくは、一度支持体上に広げられた組成物の測定された平均光沢T5hは、35又は40又
は45又は50、又は55又は60、又は65又は70、又はよりよく75以上、100の外であり得る。
【００５０】
上述された本発明の種々の側面から独立して又は組み合わせで、組成物中の粒子の含有量
は、いくつかの実施態様においては、特に光沢のための組成物及び／又は脂肪相を含む組
物の場合、組成物の合計重量に対して5重量％以上、例えば7.5重量％以上、又は10%、15%
、20%以上であり得、例えば25%又は30%であり得る。
【００５１】
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本発明におけるコンポジット顔料の使用は、相対的に多い粒子の量にも関わらず相対的に
高い光沢を得ることを可能にし得る。
【００５２】
粒子の相対的含有量は、以下の測定プロトコルにより決定される。
【００５３】
粒子の割合Qを測定するためのプロトコル
カートリッジ、ファットフラスコ、フラスコヒーター、及びコンデンサーを含むソックス
レー抽出器を使用する。
【００５４】
周期が約1時間半続くように、ファットフラスコ中で約80mlのトルエンを沸騰させること
によりソックスレーのカートリッジを再生させることから始める。カートリッジを冷却さ
せ、一晩、オーブンにおいて乾燥させ、それからデシケーターにおいて乾燥させる。
【００５５】
知られた重量T1を有するPTFE膜が円錐形に折りたたまれ、カートリッジに挿入される。PT
FE膜中に0.75 g (m)の生成物を正確に秤り入れ、PTFE膜及び後者はしっかり閉鎖されるよ
うにカートリッジ中に折りたたまれる。
【００５６】
カートリッジの頂部をソックスレー抽出器の肘部の少し上に維持して、トルエンのレベル
がカートリッジの頂部の末端を超えることを防ぎ、トルエンが組成物を押しのけることを
防ぐようにする小さな穴開きフラスコを導入した後、カートリッジはソックスレー抽出器
に入れられる。
【００５７】
80mlのトルエンがファットフラスコに添加される。コンデンサーをスタートし、4時間還
流しながらトルエンが沸騰するように（沸点、110．6℃)、ファットフラスコを加熱する
。トルエンの蒸気はコンデンサーの第一ボールにおいて凝縮しなければならず、そして凝
縮は速すぎてはいけない。冷却させ、コンデンサーのスイッチを切る。
【００５８】
カートリッジはオーブンにおいて2日間乾燥され、デシケーター中に少なくとも2時間放置
され、不溶の要素（フィラー、顔料）を含む乾燥したカートリッジはデシケーターを出る
と直ちに秤量される(T2)。試験は少なくとも2つの試料について行われ、2つの共存する結
果を得る。不溶物、すなわちカートリッジ中に留まっている、熱トルエン中に不溶の物質
の相対的な割合はQ = ((T2－T1) / m) x 100により与えられる。
【００５９】
組成物が固体、例えば口紅であるとき、組成物は100g超、又は100 gさえ、又は120 g以上
さえ、例えば130 g又は140 gの硬度を示す。コンポジット顔料の存在はより高い硬度を得
ることを許す。組成物の性質はそれを施与するとき、変化され得る。
【００６０】
硬度を測定するためのプロトコル
固体組成物の硬度を測定するために、12.7ミリメートル（mm）の直径を有する円形の断面
を有する、該組成物の棒が製造される。測定を実行する前に、棒は24時間（ｈ）キャスト
され、20℃の温度において保存される。
【００６１】
硬度は「チーズワイヤ」法により測定されることができる。該方法は250マイクロメート
ル(μm)の直径を有する硬いタングステンのワイヤを用いて棒を横方向に切断すること、
及びワイヤを100 mm/分の速度で棒に対してワイヤを相対的に前進させることからなる。
硬度は、20℃において棒上でワイヤにより発揮される最大剪断力に対応し、この力は供給
元Indelco-Chatillonにより販売されているDFGS2ダイナモメーターにより測定される。硬
度はグラム重量で表される。
【００６２】
本発明の考慮される側面がなんであれ、コンポジット顔料はバインダーを含み得るか又は
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含み得ない。
【００６３】
好ましくは、コンポジット顔料は、無機質の核の上に有機着色物質の被覆を与えるバイン
ダーを含む。
【００６４】
このバインダーは、有利には有機バインダーであり、例えばシリコーンポリマーである。
【００６５】
該組成物中のコンポジット顔料の量は、組成物の合計重量に対して約0.05重量％～約10重
量％、好ましくは約0.1重量％～8重量％、よりよくは約0.1重量％～約5重量％に含まれ、
例えば約0.1重量％～約3重量％又は約0.5重量％～約3重量％に含まれ得る。
【００６６】
コンポジット顔料の量は、被覆及び飽和の求められる性質に依存し得る。
【００６７】
適切化された色は、種々の方法により得られ得る。例えば種々の色を有する本発明に従う
コンポジット顔料を配合することにより、及び／又はコンポジット顔料の核の被覆におい
て、被覆のそれぞれの層中に配合された、又は存在するいくつかの有機着色物質の存在に
より得られ得る。
【００６８】
「少なくとも１の部分的な被覆」により、本発明に従って、無機質の核の全体又は一部の
被覆が意味される。
【００６９】
「生理学的に許容される媒体」により、特に最終的にはヒトの皮膚、口唇、又は外皮上へ
施与されることができる非毒性の媒体、特に化粧料媒体が意味される。生理学的に許容さ
れる媒体は、組成物が施与されるべき支持体の種類、及び組成物がコンディションされる
べき形態、特に環境温度及び大気圧下において固体又は流動体に適合される。
【００７０】
「化粧料組成物」により、1993年6月14日の93/35/CEE Directive of the Councilにおい
て定義された組成物が意味される。
【００７１】
低い被覆又は高い被覆が求められるかどうかに従って、該組成物は特に、厳密には1～25
又は25～100の間に含まれる被覆力を有する。
【００７２】
組成物の被覆は、例えば60超、70、又は80、又は90超でさえある。
【００７３】
被覆は、コンポジット顔料又は他の顔料又は考えられるフィラーの量に依存し得る。
【００７４】
被覆力の測定
棒の場合、配合は粘凋なペーストを得るために、最初に混合される。
【００７５】
粉体の場合、粘凋なペーストを得るために、50重量部の粉体が50重量部のジメチコン(Dow
 CorningのDC 200 Fluid 5CST)と混合される。
【００７６】
さらに配合物は、黒の背景及び白の背景を有するコントラストカードErichsen、タイプ24
/5、の上に厚さ30 μmに広げられ、3色座標(X、Y、Z)がCR-300比色計（colorimeter）で
測定される。
【００７７】
類似の広がりが2つの他のコントラストカード上で実現され、各カード上で3回の測定が行
われる。これらの9つの測定に対応する平均がさらに計算される。
【００７８】
被覆力は100 x Yn/Ybに等しい。ここでYnは、黒の背景上のYの平均値であり、Ybは白の背
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景上のYの平均値である。100の被覆力は、完全に不透明な配合物に対応する。
【００７９】
コンポジット顔料の飽和 C* は、例えば30以上、35、40、又は45以上でさえある。
【００８０】
コンポジット顔料の飽和の測定のためのプロトコル
コンポジット顔料のCIE L*a*b*空間における値a*及びb*は、以下のように測定される。
【００８１】
純粋なコンポジット顔料が、100barの圧力を施与して、2 x 1.5 cmの寸法及び3 mm深さを
有する長方形の灰吹き皿中で圧縮される。
【００８２】
圧縮された顔料の値a*及びb*は、ミノルタ3600d分光光度計を、正反射除去モード、イル
ミナントD65の下、中アパーチャーで測定される。飽和はC* = (a*2 + b*2)1/2により与え
られる。
【００８３】
コンポジット顔料
構造
本発明に従うコンポジット顔料は、特に
　　　無機質の核
　　　少なくとも1の有機着色物質の少なくとも部分的な少なくとも1の被覆
を含む粒子から構成され得る。
【００８４】
少なくとも1のバインダーが、無機質の核上の有機着色物質の固定のために、有利に貢献
し得る。
【００８５】
コンポジット顔料粒子は、種々の形状であってもよい。
【００８６】
これらの粒子は、特に、板の形状又は球（globular）の形、特に球（spherical）の形状
であり、中実又は中空であってもよい。用語「板の形状」は、最大寸法：厚みの比が５以
上である粒子を意味する。
【００８７】
本発明に従う顔料は、例えば1～1000 m2/g、特に約10～600 m2/g、特に約20～400 m2/gに
含まれる比表面積を示し得る。比表面積はBET法により測定された値である。
【００８８】
組成物は、唯一つの又はいくつかの、上で定義されたコンポジット顔料を含み得るか、あ
るいは１又はいくつかの他のコンポジット顔料、及び非コンポジット構造を有する顔料、
特に鉱物の干渉する顔料、レーキ、又は有機顔料を含み得る。
【００８９】
該組成物は特に、被覆されていないTiO2粒子を除かれていてもよい。
【００９０】
無機質の核
無機質の核は、有機着色物質粒子の固定に便利な任意の形状であり得、例えば球状（sphe
rical）、楕円体（globular）、粒状、多面体、針状、紡錘状、フレーク状の扁平形 (fla
ttened in flake form)、米粒状、うろこ状、及びそれらの組み合わせであり得、このリ
ストは制限的ではない。
【００９１】
好ましくは、核の最大寸法：最小寸法の比は、1～50の間に含まれる。
【００９２】
無機質の核は、5 nm～約100 nmの間、約5 nm～約75 nmの間、例えば約10 nm～約50 nmの
間に含まれる平均サイズ、特に約20又は25 nmの平均サイズを有し得る。
【００９３】
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「平均サイズ」により、D50とよばれる、母集団の半分における統計的粒度分布により与
えられる寸法が意味される。平均サイズは、イメージ分析（電子顕微鏡）により決定され
る数平均サイズであってもよい。
【００９４】
無機質の核は、金属塩及び酸化物、特にチタン、ジルコニウム、セリウム、亜鉛、鉄、プ
ルシアンブルー、酸化アルミニウム及び酸化クロム、アルミナ、ガラス、シリカ、シリケ
ート、特にアルミノシリケート及びボロシリケート、合成マイカ、及びそれらの混合物を
含む非制限的なリストから選択された物質において観念され得る。
【００９５】
酸化チタン、特にTiO2、酸化鉄特にFe2O3、セリウム、亜鉛、及び酸化アルミニウム、シ
リケート、特にアルミノシリケート及びボロシリケートが特に便利である。
【００９６】
無機質の核は、約1 m2/g～約1000m2/gの間、よりよくは約10 m2/g～約600 m2/gの間、例
えば約20 m2/g～約400 m2/gの間に含まれる、BET法により測定された比表面積を有し得る
。
【００９７】
比表面積は例えば、例えば30～70 m2/gの間であり、例えば約50m2/g、特にTiO2核の場合
、約20又は25 nmのサイズに含まれる。
【００９８】
特に、無機質の核は着色されていてもよい。
【００９９】
無機質の核の反射指数は、有利には2以上、特に2.1又は2.2以上である。
【０１００】
コンポジット顔料中の無機質の核の質量フラクションは、50%超、例えば50～70%の間に含
まれる、又は50及び60%であり得る。
【０１０１】
有機着色物質
有機物質は、例えば、組成物の生理学的に許容可能な媒体中に不溶な特定の化合物の中か
ら選択され得る。
【０１０２】
有機着色物質は例えば顔料、例えば有機レーキ又は他の顔料を含み、それらは以下の化合
物及びそれらの混合物から選択され得る：
　　　コチニールカーマイン；
　　　アゾ、アントラキノン、インジゴ、キサンテン、ピレン、キノリン、トリフェニル
メタン、又はフルオラン染料の有機着色物質；
　　　ナトリウム、カリウム、カルシウム、バリウム、アルミニウム、ジルコニウム、ス
トロンチウム、チタンの有機レーキ又は不溶塩、又は酸染料、例えばアゾ、アントラキノ
ン、インジゴ、キサンテン、ピレン、キノリン、トリフェニルメタン又はフルオラン染料
、該染料は少なくとも1のカルボン酸基又はスルホン酸基を含んでいてもよい。
【０１０３】
挙げられ得る有機着色物質は、以下の名称を有するものを含む：
D&CブルーNo.4、D&CブラウンNo.1、D&CグリーンNo.5、D&CグリーンNo.6、D&CオレンジNo.
4、D&CオレンジNo.5、D&CオレンジNo.10、D&CオレンジNo.11、D&CレッドNo.6、D&Cレッド
No.7、D&CレッドNo.17、D&CレッドNo.21、D&CレッドNo.22、D&CレッドNo.27、D&CレッドN
o.28、D&CレッドNo.30、D&CレッドNo.31、D&CレッドNo.33、D&CレッドNo.34、D&CレッドN
o.36、D&CバイオレットNo.2、D&CイエローNo.7、D&CイエローNo.8、D&CイエローNo.10、D
&CイエローNo.11、FD&CブルーNo.1、FD&CグリーンNo.3、FD&CレッドNo.40、FD&Cイエロー
No.5、FD&CイエローNo.6。
【０１０４】
有機着色物質は有機支持体、例えばロジン又は安息香酸アルミニウムにより固定された有
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機レーキを含み得る。
【０１０５】
挙げられ得る特定の有機レーキは、以下の名称を有するものを含む：D&CレッドNo.2アル
ミニウムレーキ、D&CレッドNo.3アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.4アルミニウムレーキ
、D&CレッドNo.6アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.6バリウムレーキ、D&CレッドNo.6バ
リウム/ストロンチウムレーキ、D&CレッドNo.6ストロンチウムレーキ、D&CレッドNo.6カ
リウムレーキ、D&CレッドNo.7アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.7バリウムレーキ、D&C
レッドNo.7カルシウムレーキ、D&CレッドNo.7カルシウム/ストロンチウムレーキ、D&Cレ
ッドNo.7ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.8ナトリウムレーキ、D&CレッドNo.9アルミニ
ウムレーキ、D&CレッドNo.9バリウムレーキ、D&CレッドNo.9バリウム/ストロンチウムレ
ーキ、D&CレッドNo.9ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.10ナトリウムレーキ、D&Cレッド
No.19アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.19バリウムレーキ、D&CレッドNo.19ジルコニウ
ムレーキ、D&CレッドNo.21アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.21ジルコニウムレーキ、D&
CレッドNo.22アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.27アルミニウムレーキ、D&CレッドNo.27
アルミニウム/チタン/ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.27バリウムレーキ、D&CレッドN
o.27カルシウムレーキ、D&CレッドNo.27ジルコニウムレーキ、D&CレッドNo.28アルミニウ
ムレーキ、D&CレッドNo.30レーキ、D&CレッドNo.31カルシウムレーキ、D&CレッドNo.33ア
ルミニウムレーキ、D&CレッドNo.34カルシウムレーキ、D&CレッドNo.36レーキ、D&Cレッ
ドNo.40アルミニウムレーキ、D&CブルーNo.1アルミニウムレーキ、D&CグリーンNo.3アル
ミニウムレーキ、D&CオレンジNo.4アルミニウムレーキ、D&CオレンジNo.5アルミニウムレ
ーキ、D&CオレンジNo.5ジルコニウムレーキ、D&CオレンジNo.10アルミニウムレーキ、D&C
オレンジNo.17バリウムレーキ、D&CイエローNo.5アルミニウムレーキ、D&CイエローNo.5
ジルコニウムレーキ、D&CイエローNo.6アルミニウムレーキ、D&CイエローNo.7ジルコニウ
ムレーキ、D&CイエローNo.10アルミニウムレーキ、FD&CブルーNo.1アルミニウムレーキ、
FD&CレッドNo.4アルミニウムレーキ、FD&CレッドNo.40アルミニウムレーキ、FD&Cイエロ
ーNo.5アルミニウムレーキ、FD&CイエローNo.6アルミニウムレーキ。
【０１０６】
上に列挙された有機着色物質のそれぞれに対応する化学化合物は、「化粧料、トイレタリ
ー、及び香料協会（The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association）」により刊
行されている「国際化粧料成分辞書及びハンドブック」と題する本（1997年版）371～386
ページ及び524～528ページ中に挙げらており、その内容は参照することにより本明細書に
取り込まれる。
【０１０７】
有機着色物質の重量による割合は、無機質の核100重量部当たり、約10重量部～約500重量
部の範囲であってもよく、又は約20重量部～約250重量部の範囲でさえあってもよい、例
えば、無機質の核100重量部当たり、約40重量部～約125重量部であってもよい。
【０１０８】
ある例においては、組成物の有機着色物質の総量は、組成物の合計重量に対して10重量％
以下である。
【０１０９】
コンポジット顔料中の有機着色物質の割合は、コンポジット顔料の合計重量に対して30%
～50%の範囲、例えば30%～40%の範囲であり得る。
【０１１０】
バインダー
バインダーが存在するときは、バインダーが有機着色物質が無機質の核の表面に接着する
ことを許すならばいかなるタイプであってもよい。バインダーは有機性であり得る。
【０１１１】
バインダーは、シリコーン化合物、ポリマー状又はオリゴマー状化合物など、特にオルガ
ノシラン、フルオロアルキルオルガノシラン、及びポリシロキサン、例えばポリメチルハ
イドロジェノシロキサン、及び種々のカップラー、例えばシラン、チタネート、アルミネ
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ート、又はジルコネート及びそれらの混合物に基づくカップラーを含む非制限的なリスト
から選択され得る。
【０１１２】
シリコーン化合物は特に以下：
　　　アルコキシシランから得られるオルガノシラン（1）、
　　　以下を含む非制限的リストから選択される、変性若しくは非変性ポリシロキサン（
2）
　　　　　ポリエーテル、ポリエステル、及びエポキシ化合物から特に選択された少なく
とも1の基を含む変性されたポリシロキサン（2A）（これらは「変性ポリシロキサン」と
いう）、
　　　　　ポリマーの末端に位置するケイ素原子上に、カルボン酸、アルコール、及びヒ
ドロキシル基を含む非制限的リストから選択される少なくとも1の基を有するポリシロキ
サン（2B）、及び
　　　フルオロアルキルシランから得られたフルオロアルキルオルガノシラン化合物(3)
を含む非制限的なリストから選択され得る。
【０１１３】
オルガノシラン化合物（1）は式（I）により表されるアルコキシシラン化合物から得られ
得る。
　　　　　　　R1a Si X4-a (I)
ここで
　　　R1は、C6H5-、(CH3)2CHCH2-又は基、例えばn- Cb H2b+1-(ここでbは1～18である)
を表す、
　　　XはCH3O-又はC2H5O-を表す、及び
　　　aは0～3である。
【０１１４】
アルコキシシラン化合物の具体的な例は、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキ
シシラン、フェニルトリエチルオキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、メチルトリ
メトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ジフェニル
ジメトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシランなど、特
にメチルトリエトキシシラン、フェニルトリエチオキシシラン、メチルトリメトキシシラ
ン、ジメチルジメトキシシラン及びイソブチルトリメトキシシラン、さらによりよくはメ
チルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン又はフェニルトリエチルオキシシラ
ンから選択されたアルコキシシランを含み得る。
【０１１５】
ポリシロキサン(2)は特に、式（II）に対応し得る。
【０１１６】
【化１】

ここでR2はH-又はCH3-を表し、dは15～450の範囲である。
【０１１７】
これらのポリシロキサンの中で、R2がHを表すものが好ましい。
【０１１８】
変性ポリシロキサン(2A)は、特に以下の式：
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　　式(III)により表される、ポリエーテルを有する変性ポリシロキサン(a1)、
【０１１９】
【化２】

ここでR3は-(CH2)h-を表す：R4は、-(CH2)i-CH3を表す、R5は、-OH、-COOH、-CH=CH2、-C
 (CH3) = CH2又は-(CH2)j-CH3を表す、R6は、-(CH2)k-CH3を表す；g及びhは独立して1～1
5の範囲である；j及びkは独立して0～15の範囲である；及びeは1～50の範囲であり、fは
、1～300の範囲である、
　　　式 (IV)により表される、ポリエステルを有する変性ポリシロキサン(a2)：
【０１２０】
【化３】

ここでR7、R8及びR9は独立して-(CH2)q-を表す；R10は、-OH、-COOH、-CH=CH2、-C(CH3) 
= CH2又は -(CH2)r-CH3を表す；R11は、-(CH2)s-CH3を表す；n及びqは独立して1～15の範
囲である、r及びsは独立して0～15の範囲である；eは、1～50の範囲であり、ｆは1～300
の範囲である、
　　　式(V)により表される、エポキシ基を有する変性ポリシロキサン(a3)、
【０１２１】

【化４】
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ここでR12は-(CH2)v-を表す；vは1～15の範囲である；ｔは1～50の範囲である、及びuは1
～300の範囲である、
又はそれらの混合物に対応し得る。
【０１２２】
変性ポリシロキサン(2A)の中で、式（III）のポリエーテルを有する変性ポリシロキサン
が好まれる。
【０１２３】
末端部分において変性されているポリシロキサン(2B)は、式(VI)に対応し得る。
【０１２４】
【化５】

ここで、R13及びR14は互いに独立して-OHをR16は-OHを、又はR17は-COOHを表す；R15は-C
H3又は-C6H5を表す；R16及びR17は-(CH2)y-を表す；yは1～15の範囲である；wは1～200の
範囲である、及びxは0～100の範囲である。
【０１２５】
少なくとも1の末端において変性されているこれらのポリシロキサンの中で、少なくとも1
の末端ケイ素原子上にカルボン酸基を有する少なくとも基(R16及び／又はR17)を有するも
のがより好ましい。
【０１２６】
フルオロアルキルオルガノシラン化合物(3)は、式(VII)により表されるフルオロアルキル
シランから得られ得る：

　　　　　CF3(CF2)zCH2CH2(R
18)aSiX4-a　　　　　　(VII)

ここで
　　　R18はCH3-、C2H5-、CH3O-又はC2H5O-を表す、
　　　XはCH3O-又はC2H5O-を表す、
　　　Zは0～15の範囲であり、aは0～3の範囲である。
【０１２７】
フルオロアルキルシランは、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリデカフルオ
ロオクチルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、ヘプタ
デカフルオロデシルメチルジメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン
、トリデカフルオロオクチルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリエトキ
シシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジエトキシシランなどを含む非制限的なリス
ト、特にトリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチルトリメト
キシシラン及びヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、よりよくはトリフルオロ
プロピルトリメトキシシラン及びトリデカフルオロオクチルトリメトキシシランから選択
され得る。
【０１２８】
シランをベースとするカップラーは、特にビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキ
シシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ-メタクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン、N-β-(アミノエチル)-γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-グリ
シドキシプロピルメチルジメトキシシラン及びγ-クロロプロピルトリメトキシシランな
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どを含む非制限的なリストから選択され得る。
【０１２９】
チンタネートをベースとするカップラーは、イソプロピルステアロイルチンタネート、イ
ソプロピルトリス(ジオクチルピロホスフェート)チンタネート、イソプロピルトリス(N-
アミノエチルアミノエチル)チンタネート、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスフェー
ト)チンタネート、テトラ(2,2-ジアリルオキシメチル-1-ブチル)ビス(ジトリデシル)ホス
フェートチンタネート、ビス(ジオクチルピロホスフェート)オキシアセテートチンタネー
ト及びビス(ジオクチルピロホスフェート)エチレンチンタネートなどを含む非制限的なリ
ストから選択され得る。
【０１３０】
アルミネートをベースとするカップラーは、アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピ
レート、アルミニウムジイソプロポキシモノアセト酢酸エチル、アルミニウムトリスエチ
ルアセトアセテート及びアルミニウムトリスアセチルアセトネートなどから選択され得る
。
【０１３１】
ジルコネートをベースとするカップラーは、特にジルコニウムテトラキスアセチルアセト
ネート、ジルコニウムジブトキシビスアセチルアセトネート、ジルコニウムテトラキスエ
チルアセトアセテート、ジルコニウムトリブトキシモノエチルアセトアセテート及びジル
コニウムトリブトキシアセチルアセトネートなどを含むリストから選択され得る。
【０１３２】
バインダーとして使用される化合物は特に300～100 000の間の範囲であり得る分子量を有
し得る。
【０１３３】
無機質の核を均一に被覆する被覆を得るために、バインダーは好ましくは、液状、又は水
若しくは種々の溶媒に溶解している形である。
【０１３４】
バインダーの量は、核及びバインダーを含む粒子の重量に対して(C又はSiに対して計算し
て)0.01重量％～15重量％、特に0.02重量％～12.5重量％、特に0.03～10重量％の範囲で
あり得る。バインダーの相対量を計算する方法に関して、さらなる詳細については欧州特
許出願公開第1 184 426号を参照されたい。
【０１３５】
バインダーの相対量は、コンポジット顔料の合計重量の5%又は3%を超えてはいけない。
【０１３６】
コンポジット顔料の製造
コンポジット顔料は任意の適切な方法、例えば機械―化学法、又は有機着色物質の溶解及
び核の表面におけるその沈殿を伴う溶液中の沈殿の方法により製造され得る。
【０１３７】
コンポジット顔料は、例えば欧州特許出願公開第1 184 426号及び第1 217 046号に記載さ
れた方法の一つを使用して、有利には欧州特許出願公開第1 184 426号に記載された方法
により、製造され得、それらの内容は参照することにより本明細書に取り込まれる。
【０１３８】
一つの実施において、無機質の核を構成することを意図された粒子は、最初にバインダー
と混合される。
【０１３９】
バインダーが、無機質の核の表面に均一に接着することができるように、該粒子を最初に
ミルを通してそれらを構成要素に分解することが好ましい。
【０１４０】
混合及び攪拌条件は、核がバインダーで均一に被覆されるように選択される。そのような
条件は、直線的な荷重が、19.6 N/cm(ニュートン/センチメートル)～19160N/cmの範囲、
特に98N/cm～14170 N/cmの範囲、好ましくは147N/cm ～980N/cmの範囲である；処理時間
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は、5分～24時間、好ましくは10分～20時間の範囲である；回転速度は、2 rpm(毎分の回
転数)～1000 rpm、特に5 rpm～1000rpmの範囲、より特に10rpm～800 rpmの範囲であるよ
うに制御され得る。
【０１４１】
無機質の核をバインダーで被覆した後、有機着色物質が添加され、バインダーの層に着く
ように攪拌しながら混合される。
【０１４２】
添加方法の例は、大量、又は少量での連続添加である。
【０１４３】
混合及び攪拌は、バインダーを有する無機質の核であるか、あるいはバインダーで被覆さ
れた無機質の核を有する有機着色物質であるかに関わらず、粉体の混合物に鋭い剪断及び
／又は圧縮力を施与することのできる装置を用いて行われ得る。そのようなタイプの装置
の例は、ローラーミキサー、ブレードミキサーなどである。ローラーミキサーは特に適切
である。適切な装置は欧州特許出願公開第1 184 426号に与えられている。
【０１４４】
コンポジット顔料を製造するさらなる方法は、日本国特許第3286463号に記載されており
、該公報は溶液沈殿法を記載する。
【０１４５】
有機着色物質はエタノールに溶解され、無機質の核は、次に該エタノール性溶液に分散さ
れる。
【０１４６】
次に一定に攪拌しながら、炭酸ナトリウム若しくは炭酸カリウムの水性アルカリ溶液がゆ
っくりとこれらの混合物に添加され、最後に一定の攪拌とともに、エタノール性塩化カル
シウム溶液がゆっくり添加される。
【０１４７】
他の成分
溶媒
組成物は、少なくとも1の水性若しくは有機溶媒を含み得る。
【０１４８】
組成物が1又はいくつかの有機溶媒を含むとき、これらの溶媒は組成物の合計重量に対し
て0.1%～99%の範囲の量で存在し得る。
【０１４９】
一般的に、溶媒、特に有機溶媒の量は、組成物が施与されることを意図されている支持体
の性質に依存する。
【０１５０】
爪のマニキュアの場合、例えば有機溶媒は組成物の合計重量に対して30重量％～99重量％
、好ましくは60重量％～90重量％の範囲の含有量で組成物中に存在し得る。
【０１５１】
組成物は以下のリストから選択される少なくとも1の有機溶媒を含み得る。
　　　室温において液状であるケトン、例えばメチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン、ジイソブチルケトン、イソホロン、シクロヘキサノン又はアセトン；
　　　室温において液状であるアルコール、例えばエタノール、イソプロパノール、ジア
セトンアルコール、2-ブトキシエタノール又はシクロヘキサノール；
　　　室温において液状であるグリコール、例えばエチレングリコール、プロピレングリ
コール、ペンチレングリコール又はグリセロール；
　　　室温において液状であるプロピレングリコールエーテル、例えばプロピレングリコ
ールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート又はジプ
ロピレングリコールモノ-n-ブチルエーテル；
　　　短鎖エステル（全部で3～8の炭素原子を含む）、例えば酢酸エチル、酢酸メチル、
酢酸プロピル、n-酢酸ブチル又は酢酸イソペンチル；
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　　　室温において液状であるアルカン、例えばデカン、ヘプタン、ドデカン、又はシク
ロヘキサン。
【０１５２】
組成物は水、又は水及び化粧料において一般的に使用される親水性有機溶媒、例えばアル
コール、特に2～5の炭素原子を含む直鎖又は分岐状の低級モノアルコール、例えばエタノ
ール、イソプロパノール又はn-プロパノール、ポリオール、グリセロール、ジグリセロー
ル、プロピレングリコール、ソルビトール、ペンチレングリコール又はポリエチレングリ
コールの混合物をもまた含み得る。組成物は、親水性のC2エーテル及びC2～C4アルデヒド
をもまた含み得る。水又は水及び親水性有機溶媒の混合物は、組成物の合計重量に対して
0重量％～90重量％、特に0.1重量％～90重量％、好ましくは0重量％～60重量％、特に0.1
重量％～60重量％の範囲の含有量で組成物中に存在していてもよい。
【０１５３】
脂肪相
組成物は、口唇に施与されることを意図されているとき特に、脂肪相、及び室温（25℃）
において液状である少なくとも1の脂肪物質及び／又は室温において固体である脂肪物質
、例えばワックス、ペースト状脂肪物質、ガム、及びそれらの混合物を特に含み得る。脂
肪相は親油性の有機溶媒をもまた含み得る。
【０１５４】
組成物は、例えば連続する脂肪相を有し得、該相はその総重量に対して５％未満の水及び
特に１％未満の水を含み得、特に無水の形態であってもよい。
【０１５５】
しばしば「油」とよばれる、室温において液状である脂肪物質として、炭化水素をベース
とする植物油、例えば4～10の炭素原子の脂肪酸の液状トリグリセリド、例えばヘプタン
酸又はオクタン酸トリグリセリド、又はヒマワリ油、トウモロコシ油、大豆油、菜種油、
胡麻種油、アプリコット油、マカダミア油、ヒマシ油、アボカド油、カプリル酸/カプリ
ン酸トリグリセリド、ホホバオイル、又はシアバター；ラノリン、アセチル化ラノリン、
鉱物又は合成起源の直鎖又は分岐状炭化水素、例えば液状パラフィン、及びその誘導体、
石油ゼリー、ポリデセン、及び水素化ポリイソブテン、例えばパーレアム；特に脂肪酸の
合成エステル及びエーテル、例えばプルセリンオイル、イソプロピルミリステート、2-エ
チルヘキシルパルミテート、2-オクチルドデシルステアレート、2-オクチルドデシルエル
ケート又はイソステアリルイソステアレート；水酸化エステル、例えば、イソステアリル
ラクテート、オクチルヒドロキシステアレート、オクチルドデシルヒドロキシステアレー
ト、ジイソステアリルマレート、クエン酸トリイソセチル又はヘプタン酸、オクタン酸、
及びデカン酸の脂肪アルキルエステル；イソノニルイソノナノエート、イソプロピルラノ
レート、トリメリット酸トリデシル、ジイソステアリルマレート、ポリオールエステル、
例えばプロピレングリコールジオクタノエート、ネオペンチルグリコールジヘプタノエー
ト又はジエチレングリコールジイソノナノエート；及びペンタエリスリトールエステル；
12～26の炭素原子を含む脂肪族アルコール、例えば、オクチルドデカノール、2-ブチルオ
クタノール、2-ヘキシルデカノール、2-ウンデシルペンタデカノール、又はオレイルアル
コール；部分的に炭化水素をベースとする及び／又はシリコーンをベースとするフルオロ
オイル；シリコーンオイル、例えば室温において液状又はペースト状である、揮発又は非
揮発性の、直鎖又は環状ポリメチルシロキサン(PDMS)、例えば部分的にフェニル基を含ん
でいてもよいシクロメチコン、ジメチコン、例えばフェニルトリメチコン、フェニルトリ
メチルシロキシジフェニルシロキサン、ジフェニルメチルジメチルトリシロキサン、ジフ
ェニルジメチコン、フェニルジメチコン及びポリメチルフェニルシロキサン；及びそれら
の混合物が挙げられ得る。油は組成物の合計重量に対して0.01重量％～90重量％、よりよ
く0.1重量％～85重量％の範囲の含有量で存在していてもよい。
【０１５６】
ペースト状の脂肪物質は一般的に、25～60℃、好ましくは30～45℃の間の融点及び0.001
～0.5 MPa、好ましくは0.005～0.4 MPaの間の硬度を有する、炭化水素をベースとする化
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合物、例えばラノリン及びその誘導体である。
【０１５７】
ワックスは室温（25℃）において固体であり得、可逆的な固体／液体の状態の変化を有し
、30℃より高く200℃までであるところの融点、0.5ＭＰａより高い硬度を有し、固体状態
において異方性のある結晶組織を有する。特にワックスは25℃より高い、よりよく45℃よ
り高い融点を有し得る。ワックスは、炭化水素をベースとするワックス、フルオロワック
ス及び／又はシリコーンワックスであり得、そして植物、鉱物、動物、及び／又は合成起
源であり得る。使用され得るワックスとして、例えば蜜蝋、カルナウバロウ、キャンデリ
ラワックス、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、セレシン、又はオゾケライト
；合成ワックス、例えばポリエチレンワックス、又はフィッシャートロプシュワックス、
及びシリコーンワックス、例えば16～45の炭素原子を含むアルキル又はアルコキシジメチ
コンが挙げられ得る。組成物は、該組成物の総重量に対して、0～50重量％、特に1～30重
量％のワックスを含み得る。
【０１５８】
使用され得るガムは一般的に高分子量のポリジメチルシロキサン(PDMS)又はセルロースガ
ム又は多糖類である。
【０１５９】
光沢効果が求められるいくつかの例示的な実施態様において特に、組成物は、高分子量の
非揮発性オイルから選択された少なくとも1の光沢オイルを含み得る。
【０１６０】
いくつかの例示的な実施態様において、組成物は口唇に施与されることを意図された組成
物の場合特に、650～10 000 g/molの範囲の高分子量の非揮発性オイルを含み得る。
【０１６１】
組成物は、650～10 000 g/molの範囲、好ましくは900～7500g/molの範囲の分子量を有す
る少なくとも1のオイルを2～30%、好ましくは5～25%、5～15%の範囲の量で含み得る。
【０１６２】
高分子量の非揮発性のオイルは、非極性オイル、例えば300～900 g/molの範囲の分子量を
有する非極性オイルであり得る。
【０１６３】
組成物は、2%～30%、好ましくは5%～25%、5%～15%の量の650～10000 g/mol、好ましくは9
00～7500 g/molの範囲の分子量を有する少なくとも1のオイルを有利に含み得る。
【０１６４】
高分子量の非揮発性のオイルは、300～900 g/molの範囲の分子量を有する非極性のオイル
であり得る。
【０１６５】
650～10 000 g/molの範囲の分子量を有するオイルは、以下から選択され得る。
　　　- ポリブチレン、例えばINDOPOL H-100(モル質量又はMM=965 g/molを有する)、IND
OPOLH-300(MM=1 340 g/mol)、INDOPOL H-1500(MM=2 160 g/mol)、これらはAMOCO社により
販売又は製造されている、
　　　- 水素化ポリイソブチレン、例えばAMOCO社により販売又は製造されているPANALAN
E H-300 E (M=1 340 g/mol)、SYNTEAL社により販売又は製造されているVISEAL 20000(MM=
6 000 g/mol)、WITCO社により販売又は製造されているREWOPAL PIB 1000 (MM=1 000 g/mo
l)、
　　　- ポリデセン及び水素化ポリデセン例えば：MOBIL CHEMICALS社により販売又は製
造されているPURESYN 150 (MM=9 200 g/mol)、
　　　- ビニルピロリドンのコポリマー、例えばビニルピロリドン/1-ヘキサデセンコポ
リマー、ISP社により販売又は製造されているANTARON V-216 (MM=7300 g/mol)、
　- エステル、例えば
　　　a)　35～70の範囲の総炭素数を有する直鎖脂肪酸エステル、例えばペンタエリスリ
チルテトラペラルゴネート(MM=697.05 g/mol)、



(20) JP 4372192 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

　　　b)　水酸化エステル、例えば2-ポリグリセリルトリイソステアレート(MM=965.58 g
/mol)、
　　　c)　芳香族エステル、例えばトリメリット酸トリデシル(MM=757.19 g/mol)、
　　　d)　C24～C28分岐状脂肪酸又は脂肪アルコールのエステル、例えば欧州特許出願公
開第0 955 039号に記載されているもの、特にクエン酸トリイソアラキジル(MM=1033.76g/
mol)、ペンタエリスリチルテトライソノナノエート(MM=697.05 g/mol)、グリセリルトリ
イソステアレート(MM=891.51 g/mol)、グリセリルトリ(2-デシルテトラデカノエート)(MM
=1143.98 g/mol)、ペンタエリスリチルテトライソステアレート(MM=1202.02 g/mol)、ポ
リグリセリル-2テトライソステアレート(MM=1232.04 g/mol)又はあるいはペンタエリスリ
チルテトラ(2-デシルテトラデカノエート)(MM=1538.66 g/mol)、
　　　e)　ダイマージオールから得られるポリエステル及びエステル、例えばダイマージ
オール及び脂肪酸のエステル、及びダイマージオール及びダイマー二酸からのエステル。
【０１６６】
ダイマージオール及びモノカルボン酸エステルからのエステルは、4～34の炭素原子、特
に10～32の炭素原子のモノカルボン酸から得られ得、該酸は直鎖、分岐状、飽和又は不飽
和であり得る。
【０１６７】
例えばモノカルボン酸は脂肪酸であり得る。
【０１６８】
ダイマージオール及びジカルボン酸エステルからのエステルは、ダイマー二酸、特に、特
にC8～C34、特にC12～C22、特にC16～C20、より特にC18の不飽和脂肪酸の二量化から誘導
されたダイマー二酸から得られ得る。
【０１６９】
一つの実施態様に従うと、エステル化されるべきダイマージオールが由来するところのダ
イマー二酸をより特に扱う。
【０１７０】
ダイマージオールからのエステルは、ダイマー二酸の触媒的水素化により製造されたダイ
マージオール、例えば水素化されたジリノール二酸から得られ得る。
【０１７１】
例えば、NIPPON FINE CHEMICAL社によりLUSPLAN DD-DA5(商標)及びDD-DA7(商標)の名前で
販売されている、ジリノール酸及びジリノールジオールのエステルが挙げられ得る。
　　　- シリコーンオイル例えば、フェニル化シリコーン、例えばWACKER社製のBELSIL P
DM 1000 (MM=9 000 g/mol)、
　　　- 植物起源のオイル、例えば胡麻油(820.6 g/mol)、
　　　- 及びそれらの混合物。
【０１７２】
いくつかの実施態様において、非揮発性のオイルは、組成物の合計重量の0.001～90%、好
ましくは0.05～60%、よりよく1～35%を占め得る。
【０１７３】
フィルム形成性ポリマー
組成物は、特にマスカラ又は爪のマニュキアの場合、例えばフィルム形成性ポリマーをも
また含みうる。用語「フィルム形成性ポリマー」とは、自分自身で又はフィルム形成助剤
の存在下、基体、特にケラチン物質に接着する連続フィルムを形成することのできるポリ
マーを意味する。
【０１７４】
本発明に従う組成物において使用され得るフィルム形成性ポリマーの中で、特に遊離基タ
イプ又は重縮合タイプの合成ポリマー、天然起源のポリマー、例えば ニトロセルロース
又はセルロースエステル、及びそれらの混合物が挙げられ得る。
【０１７５】
遊離基タイプのフィルム形成性ポリマーは、特にビニルポリマー又はコポリマー、特にア
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クリルポリマーであり得る。
【０１７６】
ビニルのフィルム形成性ポリマーは、少なくとも1の酸基を含むエチレン性不飽和モノマ
ー、及び／又はこれらの酸モノマーのエステル及び／又はこれらの酸モノマーのアミド、
例えばα，β－エチレン性不飽和カルボン酸、例えばアクリル酸、メタクリル酸、クロト
ン酸、マレイン酸、又はイタコン酸の重合化から生じ得る。
【０１７７】
ビニルのフィルム形成性ポリマーは、ビニルエステル、例えば酢酸ビニル、ネオデカン酸
ビニル、ピバリン酸ビニル、安息香酸ビニル及びt-ブチル安息香酸ビニル、及びスチレン
モノマー、例えばスチレン及びa-メチルスチレンから選択されたモノマーのホモ重合化又
は共重合化からもまた生じ得る。
【０１７８】
挙げられ得るフィルム形成性重縮合物の中で、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエステ
ルアミド、ポリアミド、及びポリウレアが挙げられ得るが、このリストは制限するもので
はない。
【０１７９】
場合により変性されていてもよい天然起源のポリマーは、セラック樹脂、サンダルガム、
ダマール樹脂、エレミガム、コーパル樹脂、セルロースをベースとするポリマー、例えば
セルロースアセテート、セルロースアセトブチレート、及びセルロースアセトプロピオネ
ートから選択されるニトロセルロース、エチルセルロース又はニトロセルロースエステル
、及びそれらの混合物から選択され得る。
【０１８０】
フィルム形成性ポリマーは、一般的にラテックス又は擬似ラテックスとして公知である、
水性又は油性分散体中の粒子の形状で存在し得る。フィルム形成性ポリマーは、生理学的
に許容可能な液状脂肪相中に、１以上のポリマーの一般的に球状ポリマーの粒子の1以上
の安定な分散物を含み得る。これらの分散体は、水性ポリマー分散物であるラテックスと
反対の、ポリマーNAD(非水性分散物(non-aqueous dispersion))として一般的に公知であ
る。
これらの分散物は、該脂肪相中の安定な分散物中のポリマーナノ粒子の形態であり得る。
ナノ粒子は、好ましくは5～600 nmのサイズである。これらの分散物を製造する技術は当
業者に周知である。
【０１８１】
使用され得るフィルム形成性ポリマーの水性分散物は、Avecia-Neoresins社によりNeocry
l XK-90（商標）、Neocryl A-1070（商標）、Neocryl A-1090（商標）、Neocryl BT-62（
商標）、Neocryl A-1079（商標）、及びNeocryl A-523（商標）の名前で販売されるアク
リル分散物、Dow Chemical社によるDow Latex 432（商標）、大東化成工業社によるDaito
sol 5000 ＡＤ（商標）；あるいはAvecia-Neoresins社によりNeorez R-981（商標）、及
びNeorez R-974（商標）、Goodrich社によりAvalure UR-405（商標）、Avalure UR-410（
商標）、Avalure UR-425（商標）、Avalure UR-450（商標）、Sancure 875（商標）、San
cure 861（商標）、Sancure 878（商標）、及びSancure 2060（商標）、Bayer社によりIm
pranil 85（商標）、及びHydromer社によりAquamere H-1511（商標）の名前で販売される
ポリウレタンの水性分散物；Eastman Chemical Products社による商品名Eastman AQ（商
標）」で販売されているスルホポリエステルを含む。
【０１８２】
本発明に従う組成物は、フィルム形成性ポリマーの形成を促進するフィルム形成助剤をも
また含み得る。
【０１８３】
フィラー
組成物は、フィラーをもまた含み得る。用語「フィラー」は、組成物が製造される温度に
関わりなく、組成物の媒体に不溶である、任意の形態の粒子を意味する。これらのフィラ
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ーは、特に組成物のレオロジー又はテクスチャーを変性するために作用し得る。固体物質
の性質及び量は、所望される機械的性質及びテクスチャーに依存する。
【０１８４】
挙げられ得るフィラーの例は、なかでも、タルク、マイカ、シリカ、カオリン、セリサイ
ト、ポリアミド粉末、ポリエチレン粉末、ポリテトラフルオロエチレン粉末、ポリメチル
メタクリレート粉末、ポリウレタン粉末、澱粉粉末、及びシリコーン樹脂ビーズを含む。
【０１８５】
追加の着色物質
組成物は、本発明において使用されるコンポジット顔料とは異なる追加の着色物質を含み
得る。
【０１８６】
追加の着色物質は、鉱物顔料、有機顔料、真珠層顔料、脂溶性着色物質、又は水溶性着色
物質から選択され得る。
【０１８７】
鉱物顔料は、白色若しくは着色されていてもよく、被覆されている若しくは被覆されてい
なくてもよい。場合により表面処理されていてもよい酸化チタン、二酸化ジルコニウム、
若しくは二酸化セリウム、及び酸化鉄若しくは酸化クロム、マンガンバイオレット、群青
、クロム水和物、及びプルシアンブルーが挙げられ得る。
【０１８８】
顔料は、組成物の総重量に対して、０～４０重量％、好ましくは１～３５重量％、より好
ましくは２～２５重量％の濃度において存在し得る。
【０１８９】
真珠層顔料は、白色真珠層顔料、例えばチタンで被覆されたマイカ又はオキシ塩化ビスマ
ス、着色された真珠層顔料、例えば酸化鉄を有するチタンマイカ、特にプルシアンブルー
若しくは酸化クロムを有するチタンマイカ、特に上で特定されたタイプの有機顔料を有す
るチタンマイカ、及びオキシ塩化ビスマスに基づく真珠層顔料から選ばれ得る。
【０１９０】
顔料は、（もし存在するならば）組成物総量の0～20重量％、好ましくは0.1～15重量％を
占め得る。
【０１９１】
有機顔料の中で、カーボンブラック、D&C分類にリストされた顔料、コチニールカーマイ
ン、バリウム、ストロンチウム、カルシウム、アルミニウムに基づくレーキが挙げられ得
る。
【０１９２】
脂溶性着色剤の例は、スーダンレッド、DCレッド17、DCグリーン6、b-カロテン、大豆油
、スーダンブラウン、DCイエロー11、DCバイオレット2、DCオレンジ5、及びキノリンイエ
ローである。
【０１９３】
水溶性着色剤の例は、ビートプライス（beet price）及びメチレンブルーである。
【０１９４】
着色剤は、（もし存在するならば）組成物の合計重量に対して0.1～20重量％、よりよく0
.1%～6%重量％を占め得る。
【０１９５】
有機着色物質の合計量は、いくつかの実施態様においては、組成物中の例えば10重量％未
満であり得る。
【０１９６】
他の成分
組成物は、少なくとも1の化粧料的な、又は皮膚科学的な活性剤を含み得る。本発明の組
成物において使用され得る化粧料、皮膚科学の、衛生の、又は薬学的な活性成分として保
湿剤(ポリオール、例えばグリセロール)、ビタミン(C、A、E、F、B又はPP)、エッセンシ
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ャル脂肪酸、エッセンシャルオイル、セラミド、スフィンゴリピド、ナノ粒子の形態にお
ける脂溶性サンスクリーン、及び特定の皮膚処理活性剤(保護剤、抗生物剤、抗しわ剤等)
が挙げられ得る。これらの活性剤は、組成物の合計重量の例えば0～20重量％、特に0.001
～15重量％の濃度で使用され得る。
【０１９７】
化粧料組成物は、化粧料において一般的に使用される成分、例えば増粘剤、界面活性剤、
微量元素、保湿剤、柔軟剤、封止剤、香料、酸性化剤又は塩基性化剤、保存剤、抗酸化剤
、UV遮蔽剤又は染料、又はそれらの混合物をもまた含み得る。
【０１９８】
化粧料組成物は想定される施与のタイプに応じて、考慮下の分野において慣用的に使用さ
れる成分をもまた含み得、該成分は所望される提供の形態に適合する量で存在する。
【０１９９】
製剤の形態(Galenic form)
本組成物は、意図された用途に依存して種々の形態であり得る。すなわち化粧料組成物は
、局所施与のために通常用いられる提供形態であり得、特に無水の形態、油性又は水性溶
液の形態、油性又は水性ゲル、水中油型、油中水型、水中ワックス型、又はワックス中水
型エマルジョン、マルチエマルジョン、又は油/水の界面に存在するベシクルによる水中
の油の分散物であり得る。
【０２００】
本組成物はキャスト製品、特に口紅又は口唇ケア製品の場合、棒の形態であり得る。
【０２０１】
本組成物は、種々の他の形態、例えば多かれ少なかれ粘凋な液体、ゲル又はペーストの形
態であり得る。
【０２０２】
本組成物は固体の形態でもあり得、例えば、崩壊されることを可能にするために使用のと
きにおいて湿らされるケーキの形態でもまたあり得る。
【０２０３】
化粧料組成物は、なかんずく、口紅、液状グロス、口紅ペースト、メイクアップルージュ
、リップペンシル、固形又は液状ファンデーション、コンシーラー製品、又は目輪郭製品
、アイライナー、マスカラ、マニュキア、アイシャドー、ボディ若しくは毛髪メイクアッ
プ製品、又は日焼け止め製品、又は皮膚着色製品を構成し得る。
【０２０４】
即ち本発明の課題は、上で定義された組成物を含む液状又は固形口紅でもまたある。
【０２０５】
本発明の課題は、上で定義された組成物を含むファンデーションでもまたある。
【０２０６】
本発明の課題は、上で定義された組成物を含むマニキュアでもまたある。
【０２０７】
本発明の課題は、上で定義された組成物を含むマスカラでもまたある。
【０２０８】
本発明の課題は、上で定義された組成物を含む、毛髪繊維を染色するための製品でもまた
ある。
【０２０９】
本発明の課題は、上で定義された組成物を、皮膚、口唇又は外皮をメークアップするため
に使用する方法でもまたある。
【実施例】
【０２１０】
提案された実施例
割合は重量である。
【０２１１】
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実施例1～8は、飽和されたコンポジット顔料の選択及び相対的に高いΔa*b*顔料により、
新しい色を得ることに特に関する。
【０２１２】
実施例3、4、7、9、10、11及び12は、ΔE施与前後で低い色変化を表す組成物に関する。
【０２１３】
実施例1～3、7、8及び11は、光沢がありかつ飽和された組成物に関する。
【０２１４】
我々は、図１に、純粋な着色物質レッド7及びレッド28レーキ、及び被覆するためのコン
ポジット顔料、例えば*で定義されたもの、のa*値及びb*値の変化を実施例7及び8に対し
て示した。我々は５より大きいΔa*b*顔料を有する。
【０２１５】
実施例１：マニキュア（溶媒に基づく）

*合成二酸化チタン**、D&C レッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(そ
れぞれの重量比TiO2：65.8 / D&C レッド 7：32.9/バインダー：1.3)
** 50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２１６】
実施例２：マニュキア（水をベースとする）

*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー:1.3)
** 50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２１７】
実施例３：口紅
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２１８】
実施例4：ファンデーション
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２１９】
実施例 5：マスカラ



(27) JP 4372192 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

*合成二酸化チタン**、FD&Cブルー１ Alレーキ、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの
混合物(それぞれの重量比TiO2：58.1/ FD&Cブルー１ Alレーキ：40.7/バインダー：1.2)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２０】
実施例6：毛髪繊維を染色するための製品

*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
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ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２１】
実施例 7：口紅

*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２２】
実施例 8：口紅
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド28、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(そ
れぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２３】
実施例 9：口紅
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２４】
この組成物の場合、以下の測定がされることができる

【０２２５】
実施例 10：口紅
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ンの混合物(それぞれの重量比TiO2：65.8 / FD&Cイエロー5Alレーキ32.9/バインダー1.3)
。
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
***、合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(
それぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー1.3)。
【０２２６】
実施例11：口唇のための液状グロス
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7：32.9/バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２７】
実施例12：口紅
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*合成二酸化チタン**、D&Cレッド7、ポリメチルハイドロジェノシロキサンの混合物(それ
ぞれの重量比TiO2：65.8 / D&Cレッド7 32.9 / バインダー：1.3)
**50 m2/gのBET比表面積及び20 nmの平均サイズを有するTiO2。
【０２２８】
この組成物の場合、以下の測定がなされることができる：

【０２２９】
言うまでもなく、本発明は与えられた実施例だけに制限されない。
【０２３０】
請求の範囲を含めた記載を通して、用語「１の～を含む」は、逆のことが明記された場合
を除いて、「少なくとも1の～を含む」と同義であると理解されるべきである。
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【０２３１】
与えられた範囲は、逆のことが明記された場合を除いて、限界値を含むと理解されるべき
である。
【０２３２】
コンディションニング装置
組成物はアプリケーターと共に又は製剤の形態(galenic form)に従わないで、種々の方法
で包装され得る。
【０２３３】
組成物は、棒状であるとき、例えば棒を入れるカップ及び該カップを駆動させる駆動手段
とともに包装される。これらの駆動手段は、例えば、一方が他方に対して回転でき、2つ
の部品の回転をカップの軸の動きに変形させることのできる2つの部品を含む。
【０２３４】
組成物は、少なくとも最初の使用の前に密封された態様で閉じられることのできる容器、
又はケースに梱包され得る。このコンディショニング装置は、少なくとも部分的に熱可塑
性物質で、又は熱可塑性物質を用いずに作られていてもよい。コンディショニング装置は
ポリオレフィンを含み得る。
【０２３５】
コンディションニング装置は少なくとも1の金属部材、例えばカップ、ねじられた金属核
、ヒンジ、リング、キャップを含み得る。
【０２３６】
組成物が口唇に施与されることを意図され、そして棒の形態であるとき、棒の端は斜めに
切断された形状を有し得る。
【０２３７】
組成物がアプリケーターで施与されることを意図されているとき、アプリケーターは、フ
ォーム、フロックされ得る若しくはされ得ない末端部品、フェルト、ブラシ、又は櫛を含
み得る。
【０２３８】
アプリケーターが存在するときは、組成物を含むコンディショニング装置上で解放可能で
あるように格納され得る。変形においては、アプリケーターは、組成物を含むコンディシ
ョニング装置上で永久に固定され得る。
【０２３９】
コンディションニング装置はピストン又は組成物をアプリケーターに供与することを許す
任意の他の手段を含み得る。
【０２４０】
コンディションニング装置は特に組成物が液状であるとき、供給組織（supply organ）例
えばポンプ又はバルブを含み得る。
【０２４１】
存在するとき、アプリケーターは、コンディショニング装置の閉鎖組織に結合されたステ
ムを含み得、該閉鎖組織は、適切であれば把握組織もまた構成し得る。
【０２４２】
組成物を含むコンディションニング装置は、閉鎖締め具若しくは他の閉鎖手段、例えば磁
気若しくは留め金を付与され得る。
【０２４３】
組成物を含むコンディションニング装置は、ねじ込まれ得る、ぱちんと閉められ得る、又
は摩擦により保持され得る閉鎖部材を付与されていてもよい。
【０２４４】
組成物を含むコンディションニング装置はシーリング手段、例えばシーリングスカート又
はエラストマーのシールを含み得、そのようなシールはコンディショニング装置上でオー
バーモールドされ得る、若しくはもたらされ得る。
【０２４５】
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組成物を含むコンディションニング装置は、例えば商標若しくはロゴを示すラベル若しく
はプリントを含み得、そのようなプリントは、例えば熱転写若しくは常温転写（cold tra
nsfer）、又はセリグラフィー若しくは他の印刷方法により製造されることができる。
【０２４６】
組成物を含むコンディショニング装置は、ボール紙包装若しくは例えば少なくとも部分的
に透明なプラスチック物質でできているブリスターを含み得る。
【０２４７】
請求の範囲を含む記載を通して、用語「1の～を含む」は、逆に明記されない限り、「少
なくとも1の～を含む」と同義であると理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０２４８】
【図１】純粋な着色物質レッド7及びレッド28レーキ、及び被覆するためのコンポジット
顔料のa*値及びb*値の変化

【図１】
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